
令和 ２年 ３月３１日 

建住 第 ６１８９ 号 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における届出等の取扱いについて 

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）に基づく

届出等（同法第１９条第１項の届出、第２０条第２項の通知、附則第３条第２項の届出及

び附則第３条第８項の通知のことをいう。以下同じ。）に係る取扱いを下記のように定め、

令和２年４月１日から適用する。 

 なお、平成２９年３月３０日付け建住第６０８７号「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律における届出等の取扱いについて」は廃止する。 

 
 

記 

 
１ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省

令第５号。以下「施行規則」という。）第１２条第１項に規定する所管行政庁が必要と

認める図書は、届出等に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを

示す住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成１２年建設省令第２０号）

第４５条第１項に規定する型式住宅部分等製造者認証書（戸建て住宅に係るものであ

って、日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級が等級４であり、かつ、一次

エネルギー消費量等級が等級４又は５であるものに限る。）の写しとする。 

 
２ 施行規則第１２条第４項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、施行規則第

１３条の２第３項の表に掲げる図書以外の図書とする。 

 
以上 


